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No1 再見解書 

 

 

１．里道敷の擁壁部分が地番５４４―１の所有者でないことは認識しております。 

歩道整備の施工をする上で地番５４４�１の土地に影響が起こるため、正式な要望書

が出ていない現段階で弊社から歩道の整備を検討することは致しません。 

 

２．北側所有者の敷地に影響するため、弊社が回答する立場にありません。ご理解の程お願

い致します。 

 


